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序     文 

 

国際協力機構は、カンボジア国政府から技術協力の要請を受け、平成 16 年 9 月より事前評価調

査、実施協議調査を実施し、関連資料を収集するともに協力の枠組みについてカンボジア政府関

係者と協議を行い、調査結果をプロジェクトドキュメントに取りまとめました。 

 この報告書が本計画の今後の推進に役立つとともに、この技術協力事業が両国の友好・親善の

発展に一層寄与することを期待いたします。 

最後に、計画の実施にご協力とご支援を賜りました両国関係者の皆様に、心から感謝の意を表

します。 

 

平成 18 年 3 月 

 

独立行政法人 国際協力機構 

地球環境部長 富本 幾文 
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第 1 章 調査の背景・目的 
 

1-1 調査団派遣の経緯 
カンボジア国の森林は薪炭材及び林産品の供給源として、自然資源の中で重要なものの一つと

して位置づけられている。しかし同国の森林は、違法伐採、農地拡大、住民の収奪等により、1969

年に国土の 73％を占めていた森林面積は 2000 年には 53％までに減少し、特に近年は減少率が大

きくなっている。一方同国は、長期間にわたる内戦により、社会、国家体制が崩壊した。そのよ

うな状況下、森林・林業分野を担当している森林局は、1979 年に 16人で業務を再開し、1993 年、

新国家成立時にはようやく現職員数の約半数にあたる約 800 人という体制になった。こうした歴

史的背景もあり、森林局職員の知識・経験は不足し、住民への普及等も十分に実施できない状況

にあった。そのため 2001 年 12 月より森林分野を担う政府職員を中心としたターゲットグループ

の能力向上を目的とした「森林分野人材育成計画」を実施し、2004 年 12 月終了した。 

そのプロジェクトに引き続き、森林官の能力向上と森林管理の現場での実践を目的とした「森

林分野人材育成計画フェーズⅡ」が、2004 年に要請された。 

これを受け、JICA はカンボジア政府と協議を行い、プロジェクトの枠組みについて検討するこ

ととなった。 

 

1-2 調査日程および目的 
事前調査は、次の通りそれぞれの目的に応じて行われた。それに引き続き実施協議調査が行わ

れ、R/D が署名された。 

 

第 1 次事前調査 

日 程 ： 2004 年年 9月 19 日～ 2004 年 10 月 9 日（詳細は別添資料１） 

目 的 ： 本案件で協力すべき分野、活動内容、投入規模等に関して、カンボジア側と調査・

協議を行い、合意事項を討議議事録（M/M）として取りまとめ、署名交換する。また

協力概要について、プロジェクトドキュメント（案）を作成する。 

 

第 2 次事前調査 

日 程 ： 2005 年 6月 5 日～2005 年 6月 16 日 

目 的 ： 研修カリキュラムを作成する。 

 

第 3 次事前調査 

日 程 ： 2005 年 9月 5 日～ 2005 年 10 月 15 日 

目 的 ： 本案件で協力すべき分野、活動内容、投入規模等に関して、カンボジア側と再協議

を行い、協力概要についてプロジェクトドキュメント（案）を作成する。 

 

1-3 調査団員構成 
第 1次事前調査 

総括     ： 勝田 幸秀  JICA 地球環境部第一グループ長 

研修計画   ： 山下 功三  林野庁関東森林管理局 森林整備治山課 
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ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌｫﾚｽﾄﾘｰ： 伊藤 幸範  JICA 地球環境部第一グループ第一チーム特別嘱託 

協力計画   ： 日高  弘  JICA 地球環境部第一グループ第一チーム職員 

計画分析   ： 野地 恵子  アイシーネット（株） 

 

第 2 次事前調査 

研修計画   ： 渡辺 儀彦  （社）日本森林技術協会 九州事務所 

 

第 3 次事前調査 

現地調査Ⅰ 

総括     ： 勝田 幸秀  JICA 地球環境部第一グループ長 

協力計画   ： 伊藤 幸範  JICA 地球環境部第一グループ第一チーム 

 

現地調査Ⅱ 

総括     ： 勝田 幸秀  JICA 地球環境部第一グループ長 

計画分析   ： 松本 彰   A＆M コンサルタント（有） 
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第 2 章 協議の結果と経緯 
 

2-1 第 1 次事前調査 
（1）方針 

1）現地ワーキンググループによる検討結果 

「森林分野人材育成計画」実施中（2004 年 3 月）より、次期プロジェクト策定のためのワーキ

ンググループが森林局内に設置され、プロジェクト内容やモデル地域の検討が進められた。ワー

キンググループは、現地調査や PCM ワークショップなどを精力的に実施し、第 1 次事前調査前に

プロジェクト原案が JICA に提出されたことから、この原案を出来るだけ尊重する形でプロジェク

トフェーズⅡを検討することとした。 

 

2）対象分野 

上記プロジェクト原案を基に、対象分野としては、①森林計画、②人工造林・天然林更新、③

村落林業の 3 つとした。これらは森林管理の中で最も重要であり、また以下のようにニーズが高

いにも関わらず、カンボジアの技術レベルは決して高いとはいえず、森林官の人材育成を中心と

した協力を実施する必要性が高いと考える。 

 

①森林計画 

2002 年に策定された森林法に基づき、今後全国 55 郡（Division）で森林計画が策定される予

定である。しかし、これまで計画を策定した経験はなく、期待されているほど進んでいない。 

 

②人工造林・天然林更新 

植樹祭での植林を含め、毎年 1千 ha 程度の植林を行っているが、苗畑や植樹、維持管理の技術

は不十分である。また国家目標として、1万 ha/年の植林を掲げているが、現状のままではその実

現は難しい。 

 

③村落林業 

森林管理の 1 つの方法として、カンボジアは住民主体の村落林業を推進していくとしており、

それに関する省令やガイドラインが整備されつつある。これに基づき、今後行政側は村落共有林

の契約を住民と締結することとなるが、住民との話し合いや手続きの方法など、森林官が習得し

なければならない知識や技術は多い。 

 

3）活動内容 

上記 2）の分野の能力向上を行う手段として、次の 3つの活動を行う。 

 

①研修 

研修センターにおける座学および現地実習を行う。前プロジェクトでは、本格的研修のための

準備と基礎的な内容の講義が中心であったが、本プロジェクトでは現地活動に適応できる実践的

な能力向上を行う。 
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②フィールドプロジェクト 

①研修のほか、実際にプロジェクトを実施することにより、対象地域の森林官の更なる能力向

上を図る。また、プロジェクトサイトは①の現地実習のサイトとして利用するほか、プロジェク

トを実際に行うことで得た教訓を①の研修内容やカリキュラムにフィードバックし、研修内容の

充実を図る。 

 

③提言 

研修成果を生かすための提言の策定を行う。研修の成果を実際の業務で活用するには、研修内

容の改善ばかりではなく、森林局の組織体制や予算、他関係機関との連携など様々な条件が関連

しており、それらの改善も必要である。このために、プロジェクトは詳細な状況分析をし、森林

局がとるべき対策を明らかにし提言を行う。提言する内容について、プロジェクトがすべてを実

行することは想定していないが、取り組むことが可能な内容については検討する。 

 

4）対象者 

研修の対象者は、地方森林官とした。何故なら 2003 年に行われた組織改正により、多くの職員

が中央から地方へ異動しており、地方森林官の能力向上が急務である。また、研修対象分野の実

際の業務は、地方森林官が担うことを考慮したためである。 

 

（2）結果 

第 1 次事前調査では、下記のプロジェクト概要（案）について先方と合意した。また、プロジ

ェクトデザインマトリックス（PDM）案、活動計画（PO）案についても合意を得、ミニッツに添付

した。（別添資料 4参照） 

 

1）プロジェクト名 

（英）：Capacity Building for the Forestry Sector PhaseⅡ 
（和）：森林分野能力向上計画フェーズⅡ 
2）協力期間：5年間 

3）協力相手先機関：農林水産省森林局及び地方森林事務所 

4）裨益対象者（直接）：地方森林局職員 約 1,500 人 

5）上位目標：地方事務所において適切な「森林計画」が策定され、これに基づいて「造林」、「村

落林業」が実施される。 

6）プロジェクト目標：地方事務所において、「森林計画」の策定、「造林」、「村落林業」を実施す

るための、全国の地方森林官の能力が向上する。 

7）成果 

（1）：研修によって、全国の地方森林官が、「森林計画」、「造林」及び「村落林業」に関する実践

的な知識・技術を習得する。 

（2）：下記 3分野に関するモデル事業を通じて、モデル事業サイトの森林事務所職員が実践的な

知識・技術を習得し、研修デザインに反映するために事業の経験がまとめられる。 

－森林計画策定 

－4－



 

－造林 

－村落林業 

（3）：研修の成果が有効に活用にされるための、森林局（中央）が取るべき方策がまとめられる。 

8）投入 

日本側 

専門家：長期 4 名×5年、短期 必要に応じて派遣 

想定される分野：チーフアドバイザー、業務調整、森林計画、村落林業、造林、研修等 

カウンターパート研修：本邦研修、第 3国研修 

施設：モデル事業サイトでの研修施設の整備 

資機材：研修、モデル事業に必要なもの 

 

カンボジア側 

人材：プロジェクトディレクター、プロジェクトマネージャー、カウンターパート（研修コーデ

ィネーター、モデル事業担当者）、研修講師、現地実習指導員、管理部門職員、補助員 

施設：研修センターとモデル事業サイトにおけるプロジェクト事務室 

モデル事業サイトにおける研修施設用地 

ワークショップやセミナーのための会議室 

資機材：フェーズ１プロジェクトで供与した資機材 

管理運営費：プロジェクト施設の維持管理費、カウンターパート、管理部門職員、補助員の給与、

研修センター及びモデル事業サイトで研修を実施するために必要な経費 

9)現地実習およびモデル事業サイト 

モデル事業サイト（メイン） 

：Kampong Thmar Division, Kampong Thom Province 

（サブ） 

：Kampong Tralach Division, Kampong Chhnang Province 

現地実習サイト 

：Kampong Thmar Division, Kampong Thom Province 

：Kampong Tralach Division, Kampong Chhnang Province 

：Svay Rieng Division, Svay Rieng Province 

：Prek Prasab Division, Kratie Province 

10) その他 

a．研修センター宿泊施設 

カンボジア側より、プノンペンにおける研修用宿泊施設建設について強い要望があった。これ

に対し、日本側としてはプロジェクトの自立発展性に懸念があることから、プロジェクト実施の

ためのカンボジア側ローカルコスト負担の割合が 60％になるようであれば建設することとした。 

 

b．プログラムによる支援 

日本側より、森林分野の人材育成をプログラムとして支援することを提案した。プログラムと

しては、「森林分野人材育成計画」で策定した「包括的能力向上計画」の一部を実施する形で、次

期プロジェクトの実施と国別特設研修を行う。また個別専門家により、同計画実施・評価の支援
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を行う予定である。 

 

c．森林局中央政府職員の研修 

プロジェクトの対象が地方森林官であるため、カンボジア側より中央政府の人材育成に関して

も考慮してほしいとの提案がなされた。これに対し日本側は、プロジェクトとしてではなく他ス

キームにより検討すると回答を行った。 

 

2-2 第 2 次事前調査 
第 2 次事前調査では、地方事務所の現状を調査し、本プロジェクトで実施する研修のカリキュ

ラム（案）を作成した。(別添資料 6参照) 

 

2-3 第 3 次事前調査―Ⅰ 
第 2次事前調査の後、プロジェクト実施に向けた JICA 内での検討過程において、より住民に直

接裨益する村落林業を中心としたプロジェクトに見直すことが必要となり、改めて森林局と協議

し大筋で合意した。これを受け、事前評価表の作成を行った。 

一方、プロジェクト目標を達成するためのアウトプットや活動などについては追加調査を行い、

必要に応じて変更することとした。 

主な変更点と変更理由は次の通り。 

 

（1）上位目標 

上位目標は『地方事務所において適切な「森林計画」が策定され、これに基づいて「造林」、「村

落林業」が実施される』であったが、地域住民を対象とした、『村落資源の管理に関する事業が展

開された地域において、地域住民が持続的に村落資源を利用できる』に変更した。 

 

（2）プロジェクト目標 
プロジェクト目標は『地域住民とともに森林管理を行うための地方森林官の能力が向上する』

であったが、地域住民を対象とした『モデルサイトにおいて、地方森林官の能力向上を通じ、住

民主体の村落資源の管理により地域住民の生活の安定が図られ、持続的な資源の利用が確保され

る』に変更した。 

 
（3）アウトプット 

アウトプット 1 は『研修による地方森林官の実践的な知識・技術の習得』であったが、研修セ

ンターの能力向上も必要であること、地方森林官だけではなく住民代表にも研修を実施する必要

があることから、『研修センターの機能強化』と『地方森林官と住民代表者の実践的な知識・技

術の習得』の 2つのアウトプットとした。 
また、アウトプット 2 を『モデル事業サイト職員の実践的な知識・技術の習得と、研修に反映

するための事業経験のとりまとめ』としていたが、より住民に直接裨益することを目指し、研修

としてよりも事業としての取り組みを強くし、『住民の生計向上に必要な村落資源の持続的な活

用方法が明らかになり、各村落に定着する』をアウトプットとした。 

アウトプット 3 である『森林局への提言』は、プロジェクトのモニタリング・評価の中で実施
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することとし、アウトプットには含めなかった。 

 

（4）活動 

アウトプットの変更に伴い、活動も見直した。 

  

（5）裨益者 

プロジェクトの対象者は地方森林官のみであったが、直接住民に裨益するように変更したこと

から、モデル地域の住民もプロジェクトの直接・間接裨益者となった。 

 

2-4 第 3 次事前調査―Ⅱ 
これまで調査してきた結果や既存資料を基に事前評価表は作成されたが、特に変更された部分

について詳細な調査が必要であることから、追加調査を行った。その結果に基づいてワークショ

ップを行い、PDM、PO の再確認を行い、プロジェクトドキュメントを作成した。 

 

1）プロジェクト名  

（英）：Capacity building for the Forestry Sector Phase Ⅱ 

（和）：森林分野人材育成計画フェーズⅡ 

2）協力期間：5年間 

3）協力相手先機関：農林水産省森林局及び地方森林局、地方農業局 

4）裨益対象者 

直接裨益者 モデルサイト 5郡の住民代表  約 120 人 

      モデルサイト 5郡の地方森林官 約 150 人 

      その他の郡の地方森林官    約 1,050 人 

      森林局（中央）職員等     約 20 人 

間接裨益者 モデルサイト 5郡の住民    約 10,000 人 

5）上位目標：村落資源の管理に関する事業が展開された地域において、地域住民が持続的に村落

資源を利用できる。 

6）プロジェクト目標：地方森林官の能力向上を通じ、フィールドプロジェクトサイト（以下、FP）

において、住民の生活の安定を目的とした、持続的な村落資源利用が確保

される。 

7）成果 

（0）：プロジェクト活動の準備並びに、先行 FP サイト及び FP サイトを持たない森林官に対する

研修を開始する準備が整う。 

（1）：先行実施の FP サイトにおいて 

1）村落林業及び他活動が円滑に進み、その結果先行 FP サイトにおいて村落資源が適切に管理さ

れるようになる。 

2）地域住民が森林資源を含む村落資源の重要性を十分に理解する。 

3）地方森林官が知識や技術を向上させ、地域住民のニーズに応じて活用できるようになる。 

（2）：後半に実施された FP サイトにおいて 

1）村落林業及び他活動が円滑に進み、その結果後半 FP サイトにおいて村落資源が適切に管理さ
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れるようになる。 

2）地域住民が森林資源を含む村落資源の重要性を十分に理解する。 

3）地方森林官が知識や技術を向上させ、地域住民のニーズに応じて活用できるようになる。 

（3）：研修センターでのトレーニングによって 

1）FP サイト以外の森林官が、研修やフォローアップ活動を通じて得た知識や技術を職場や現場

で活用できるようになる。 

2）研修が効率的に、かつ効果的に実施される。 

8）投入 

日本側 

専門家 長期：3名×5年（チーフアドバイザー/参加型森林管理、村落資源管理、業務調整/村落

開発普及） 

短期:必要に応じて派遣（社会経済調査、森林資源調査、研修評価など） 

カウンターパート研修：本邦研修、第 3国研修 

施設：モデル事業サイトでの研修施設の整備 

資機材：研修、モデル事業に必要なもの 

 

カンボジア側 

人材：プロジェクトディレクター、プロジェクトマネージャー、カウンターパート（研修コーデ

ィネーター、モデル事業担当者）、研修講師、現地実習指導員、管理部門職員、補助員 

施設：研修センターとモデル事業サイトにおけるプロジェクト事務室、モデル事業サイトにおけ

る研修施設用地、ワークショップやセミナーのための会議室 

資機材：「森林分野人材育成計画」で供与した資機材 

管理運営費：プロジェクト施設の維持管理費、カウンターパート、管理部門職員、補助員の給与 

研修センター及びモデル事業サイトで研修を実施するために必要な経費 

9）現地実習およびモデル事業サイト 

モデル事業サイト（メイン）：Kampong Thmar Division, Kampong Thom Province 

（サブ） ：Kampong Tralach Division, Kampong Chhnang Province 

現地実習サイト      ：Kampong Thmar Division, Kampong Thom Province 

：Kampong Tralach Division, Kampong Chhnang Province 

：Svay Rieng Division, Svay Rieng Province 

：Prek Prasab Division, Kratie Province 
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3-1

 1  2 3 4 5
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Local Authority Local Authority

Kampong Thmar 
Kampong Tralach 2





 

3）研修対象者 

モデル事業を実施するために必要な人材の育成という点で、地方森林局職員や Local Authority

だけでなく地域住民代表者を対象とする。 

 

4）研修方法 

地方森林官に対しては、研修センターにおける座学を中心とした研修のほか、モデルサイトな

どでの現地研修を行う。また、モデルサイトの住民代表者には、研修講師が現地に赴き研修を行

うなど、対象者に合わせて形式で実施する。 

 

5）研修経費負担 

研修については、カンボジア政府側より費用負担を引き出すために、プロジェクト 3 年目から

JICA 側の負担を徐々に減らしていき、残りをカンボジア側が負担する。 

 

6）研修の補完 

研修のみでは実際の現地業務の中で活用されないことは「森林分野人材育成計画」での重要な

反省点である。本プロジェクトでは図 3-2 のように追加的な講習や、計画とモニタリングの施行、

必要に応じた資機材の供与などを行い、日常業務の改善を促進させる計画を立てた。 
 
 
  

 

 

 

 

 

図 3-2  研修の補完 

 

①計画とモニタリングの施行 

研修を受講した地方森林官に対して、研修後研修内容に関連する業務計画および活動記録の提

出を義務付ける。内容はごく簡単なもので、通常業務の負担にならない程度のものとするが、業

務を計画的に行い、日々記録をつけ活動をモニタリングすることを業務の一部とすることで、業

務の実施促進と、質的改善につながると思われる。また、全体的な計画とモニタリングの監理は、

半年毎の補完講習時（以下②）で行う。 

 

②補完講習 

研修後研修生がどのように実施（活用）したか、実施する上での問題点は何か、またその解決

方法などを、①の業務計画と活動記録を基に、森林官同士で情報共有するとともに、必要に応じ

て新しい知識・技術に関する講習を行う。また、研修計画の立案や活動記録の方法など、必要に

応じて研修講師などからアドバイスを受ける。日程は 2～3日程度、半年毎を目処に実施する。 

 

約半年後 
補完講習 補完講習 補完講習 

日常業務 
（計画と記録） 

最低限必要な資機材 

日常業務 
（計画と記録）

日常業務 
（計画と記録） 

センターでの

研修 
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③資機材の供与 

必要に応じて最低限の資機材の供与を行う。資機材の内容はその都度判断するが、例えば苗畑

講習ではポットや種などであり、高価なものは想定していない。 

 

（2）モデル事業 

1）目的 

モデルサイトにおいて、住民の生計向上に必要な村落資源の持続的な活用方法を明らかにし、

各村落でその方法が適用されることを目的とする。これにより、最終的にはプロジェクト目標で

ある、「地域住民の生活の安定が図られ、持続的な資源の利用が確保される」が達成される。 

 

2）内容 

① 村落林業 

住民のニーズに応じ、住民の問題点を解決しながら、森林資源を始めとする村落資源（森林、

土地、水、農地、家畜、インフラなど、村落に存在し活用可能な全ての資源）を利用する様々な

活動から住民との信頼関係を築き、住民のエンパワーメントを促進することを目的とする。更に、

その結果として村落資源（特に森林）の管理を促す。対象村落は、最初の 2 年で 2 か村、3 年目

に 3カ村追加する。 

 

② 森林計画 

村落林業を実施するための前提となる郡全体の森林計画であり、モデル対象地域の 1 郡で現地

カウンターパートとともに、森林計画を策定する。対象地域は 1 か村で、最初の 1年間で作成す

る。 

 

3）実施体制 

住民のニーズに対応しながら、最終的に村落資源の管理を目指していくには、地方農業局や現

地 NGO との連携は欠かせない。 
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図 3-3  村落林業の実施体制 

 

3-2 プロジェクト戦略 
本プロジェクトでは、研修やモデル事業を通じて、まず村落林業のあり方を地方森林官に理解

してもらうことが必要であろう。 

森林局が想定している村落林業は、村落共有林を設置し、住民に対して利用する権利を与える

と共に維持管理をしてもらうことである。しかし住民は、森林資源の維持は大切だとは思いなが

らも、まずは自分たちの生活を向上させることを重要視することから、実際には住民が自分たち

の生活を守るために森林への圧力となっている場合も多い。この場合、森林保全にだけ注意を払

っていると地域住民の生活に思わぬ悪影響を与える可能性もあり、いくら科学的に正しくても住

民の支持が得られないことになる。したがって、村落林業を行っていく上で、森林保全の為に、

森林保全に直接関係することのみを行う事業者としての視点だけではなく、住民生活の向上を考

える生活者としての視点も持ち、森林局だけでなくさまざまな関連機関とともに、住民のニーズ

に即した事業を実施することが、森林保全を行ううえでも有効であることを理解してもらうこと

が重要である。 

このため、プロジェクトの最初の 2～3年では、プロジェクトで行った事業をシステムとして残

すのではなく、森林官に対してインパクトを残すことを目標とする。 

後半では、森林官に与えたインパクトをカンボジアでどのように具体的にシステムとして残せ

るかを、他関係機関との連携方法を含め検討し、そのモデルを確立する。検討すべきシステムは、

現地政府の業務（予算内）で実施できるものが理想ではあるが、それが出来ないとしても小さな

住民の生計向上 
村落資源の管理 

・換金作物（野菜・果樹）等の栽

培・販売 

・畜産（豚・鶏）、魚養殖 

・改良かまど 

農業所得の向上、生活改善

地方農業局 
現地NGO 

地方森林局 連携強化

・村落資源の管理計画作成 

・苗木の生産・植林 

・計画に基づく木材・林産物の収

穫・販売 

住   民   組   織 

林業所得の向上、森林資源の保全
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協力で実施できるようなシステムを構築する。 

 

3-3 プロジェクトの展開 
森林局（中央）および専門家の指導の下、研修機能の強化が図られ（アウトプット 1）、地方森

林官やモデルサイトの住民代表者が、研修によって実践的な技術・知識を身につける（アウトプ

ット 2）。モデルサイトでは、モデル事業を通して生計向上に必要な村落資源の活用方法が明らか

になり、事業が各村落で実施され、定着する（アウトプット 3）。その結果、地域住民の生活の安

定と村落資源の持続的利用が確保される（プロジェクト目標）。また、モデル事業の成果を参考に、

モデルサイト以外の地方森林官が活動し、カンボジアにおいて地域住民による持続的な村落資源

の利用が図られる（上位目標）。 

 

 

 

 

 

モデルサイト５郡 
住民代表 

（約１２０人） 

研修センター職員 
森林局村落林業部職員 

その他外部講師 

モデルサイト５郡

森林官 
（約１５０人） 

モデルサイト5郡、地域住民(約１万人)

その他の郡 
地方森林官 

（約1,050人） 

研修、指導 

その他の郡 
地域住民（約11万人) 

研修機能強化

生計向上に必要な村落資源の活用方法が定着

指導 森
林
局

専
門
家

研修 

研修、指導 

研修 

モデルサイト5郡 

アウトプット１ 

アウトプット２ 

アウトプット３ 

地域住民の生活の安定 
村落資源の持続的利用 

実践的な技術・知識の獲得

プロジェクト目標 

地域住民による 
持続的な村落資源の利用 
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第 4 章 留意事項 
 

4-1 研修センターの役割 
研修センターの役割（図 4）は、本来大学や専門学校といった教育機関で教育を受けた者が、 

① 大学や研修所で新たに研究・開発された新しい技術や知識を習得する 

② 新しい法律、省令、指針などの情報を得る 

③ 森林局職員のネットワークの構築や情報の交換を行う、など 

を目的に研修を実施することである。 

しかしカンボジアでは長い内戦などの影響により 

・森林局職員は、基礎的な知識・技術を身に付けていない 

・森林局では、これまで実践的な業務をあまり行っていないために、基礎的な知識・技術を身に

付けたとしても、その活用方法を知らない 

・カンボジアにおける適正な技術が明らかにされていない 

といった問題点が指摘される。いずれも本来は研修センター以外の機関が担うべき役割であるが、

上記の問題点を解決しなければ、本来の研修だけでは効果は発揮されないため、研修センターと

してもこれらに取り組むことが求められる。 

プロジェクト期間が限られている中、すべてをカバーすることは不可能であるが、研修内容の

厳選や研修方法の工夫などにより、上記問題点を克服し、現地での活動を想定した即戦力となる

人材を養成することを目的にしなければならない。 

 

 

  しかし、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4  研修センターの役割 

 

4-2 研修内容の充実化 

「森林分野人材育成計画」の反省の下、本プロジェクトでは、研修成果を業務で活用する様に

追加的な講習や簡易資機材の供与などを取り入れているが、こうした活動に注意が向いてしまっ

てはかえって逆効果になる恐れがある。まずは研修内容としてどのような内容が必要なのか、言

い換えれば、日常業務において本当に必要な知識・技術は何か（何が問題点なのか、何が分から

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎的な知識や技術については、大学や専門学校といった教育機関で教育が行われる。それらの

卒業生らが森林局（中央・地方）職員となり、実践的な知識や技術は他職員らの指導の下、実際の

業務を通じて身に付けていく。 

④森林局（中央）

⑥住 民 
―新人の人材育成 
―技術開発 

［新技術］ 

―技術開発 

［新技術］ 
―現職トレーニング 

②研究所 

―全体的な計画策定 
―地方の監理 等 

―森林監理 
―住民への普及 等 

［研修］

［研修］ 

［研修］ 
［普及］ 

⑤森林局（地方）

①大学 
専門学校 

③研修センター 
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ないのか）を特定し、その内容を短期間の講習でも習得出来る様研修することが大切であろう。

まずは内容の充実が不可欠であり、研修内容の充実が研修の効果を引き出すための最大の要因で

あると考える。 

 

4-3 NGO との連携 
村落林業のモデル事業は、地域で活動する NGO と連携し行う予定である。カンボジアの NGO に

関する詳しい調査を行っていないので状況は不明であるが、NGO の中には活動を十分に行ってい

なかったり、資金を不正に流用していたりする場合がある。不正を行っていなくても、こちらが

思っているような活動を行う能力を有していない場合も多い。したがって、NGO と連携を行う場

合には NGO の活動内容や資金運用状況など十分に調査した上で連携を行う必要がある。 
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第 5 章 プロジェクトデザイン 
 

5-1 プロジェクト目標 
プロジェクト目標とは、プロジェクト終了時に達成されると予想されるゴールである。本プロ

ジェクトでは、目標を「地方森林官の能力向上を通じ、FP サイトにおいて、住民の生活の安定を

目的とした、持続的な村落資源利用が確保される。」とした。プロジェクト目標の達成度合いを評

価する指標は次の通り 3 つある。（1）FP サイトの住民が、村落資源を持続的に利用することによ

って、生計安定／向上の方法・ノウハウを身につける。(2)FP サイトの森林官が、地域住民にとっ

て、良き「相談相手」として認識される。(3)地方森林局と地方行政との関係がより深まる。 

 

次に示すものが、4つの指標の測定手段である。 

・ FP サイトにおける CF 活動記録 

・ プロジェクト調査報告書 

・ プロジェクトフィールド訪問記録 

・ 地方行政、関連機関、NGO などへの質問・インタビュー 

 

5-2 上位目標 
上位目標とは、プロジェクト目標を達成し、プロジェクトが終了して 3～6年後に発揮される効

果である。本プロジェクトの上位目標は、「村落資源の管理に関する事業が展開された地域におい

て、地域住民が持続的に村落資源を利用できる」とした。 

この上位目標の達成度を測る指標として、次のようなものが挙げられる。 

 

・ 資源管理に関して、地域住民の具体的な新規活動事例 

・ 地域住民、とりわけ貧困層の社会状況・村落資源の改善状況 

・ 村落林業メンバーの数 

・ 資源管理活動の種類とその内容 

・ 新しく合法化された CF数並びに CF管理計画承認状況 

・ 村落で管理された土地の増加面積 

 

なお、次に示すものが、指標の測定手段である。 

森林局年次報告、森林統計、プロジェクトフィールド訪問記録、プロジェクト調査報告書（ベー

スライン、地域住民・地方森林官及び研修生への質問･インタビュー、終了時評価・インパクト調

査他）、研修報告書、フォローアップ活動報告書 

 

5-3 成果 
プロジェクト目標を達成するために、次に挙げるように、4つの成果が必要であるとされた。最

初に、活動 0 から導き出される成果 0 は、プロジェクト実施に向けて準備すべきものである。よ

って、活動 0 並びに成果 0 は、それ以降の活動である活動 1 から活動 3 が効率的かつ効果的な実

施されるように定められたものである。成果１及び成果 2 は、FP サイトで行われるものであり、

成果 3 はプノンペンにある研修センターで行われるものである。成果１は、まず先行して定めら
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れる FP サイトでの活動であり、成果 2 は、後半で新たに追加して定められる予定の FP サイトで

の活動である。現時点では、FP サイトとして、次の 2つの地域、Kampong Thom 州にある Kampong 

Thmar Division と、Kampong Chhang 州にある Kampong Tralach Division が候補として挙がって

いる。しかしながら、各 Division の中で対象とする村落林業の場所はまだ決まっておらず、プロ

ジェクトで基準を決めた上で、最終決定される予定である。また、この先行して定められる FP サ

イトにおける対象 Division 及び対象村落林業の場所については、プロジェクト活動 2やプロジェ

クト計画に沿って、また両政府の協議によって行われる。更に、後半で新たに追加して定められ

る予定の FP サイトも対象村落林業の場所についてはまだ決まっていないので、R/D が締結し、プ

ロジェクトが開始された後、少なくとも、3年目に実施予定の中間評価より以前かあるいはその最

中に、両政府の協議を持って決定される予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 関連する森林局組織図 

 

次に示すものが、4つの成果とその指標である。各指標にかかる測定手段についてもその後に記載

した。 

 

成果 0： 

プロジェクト活動の準備並びに、先行 FP サイト及び FP サイトを持たない森林官に対する研修

が開始されるよう準備が整う。（過去の研修評価及びベースライン調査結果に基づき、現況・ニー

ズを把握した上で） 

 

（指標） 

・ 各種研修計画、さらにカリキュラム及び教材が用意される。 

・ トレーナー初め研修講師陣が確保される（なお、「研修」には OJT あるいはワークショップな

ども含む） 

 

 

森林局（FA） 

North Tonle 
Sap 地方総括

South Tonle 
Sap地方総括局 

Kampong 
Thom 森林管理

局 

Kampong 
Chhnang  
森林管理局 

Kampong 
Thmar 森林管

理署

Kampong 
Tralach 

森林管理署 
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成果 1： 

(先行実施の FPサイトにおいて) 

・ 村落林業及び他活動が円滑に進み、その結果、先行 FP サイトにおいて村落資源が適切に管理

されるようになる。 

・ 地域住民が森林資源を含む村落資源の重要性を十分に理解する。 

・ 地方森林官が知識や技能を向上させ、地域住民のニーズに応じて、活用できるようになる。 

 

（指標） 

・村落林業メンバーの増加数 

・先行 CFの合法化及び CF 協定 

・森林計画の実施活用 

・地域住民による村落資源管理に関連した自発的活動の数 

・地方森林官から地域住民へ移転された内容（普及、助言他） 

・地方森林官から地域住民への支援内容（種子、苗他） 

・地方森林官の役割の再認識 

・地域住民が森林官を通じての必要な情報・組織のアクセス（森林関連以外も含む） 

 

成果 2: 

(後半に実施された FP サイトにおいて) 

・ 村落林業及び他活動が円滑に進み、その結果、後半 FP サイトにおいて村落資源が適切に管理

されるようになる。 

・ 地域住民が森林資源を含む村落資源の重要性を十分に理解する。 

・ 地方森林官が知識や技能を向上させ、地域住民のニーズに応じて、活用できるようになる。 

 

（指標） 

・先行 FPサイトでの経験・教訓の活用度 

・村落林業メンバーの増加数 

・先行 CFの合法化及び CF 協定 

・森林計画の実施活用 

・地域住民による村落資源管理に関連した自発的活動の数 

・地方森林官から地域住民へ移転された内容（普及、助言他） 

・地方森林官から地域住民への支援内容（種子、苗他） 

・地方森林官の役割の再認識 

・地域住民が森林官を通じての必要な情報・組織のアクセス（森林関連以外も含む） 

 

成果 3： 

・ FP サイト以外の森林官が、研修やフォローアップ活動を通じて得た知識や技術を職場や現場で

活用できるようになる。 

・ 研修が効率的に、かつ効果的に実施される。 
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（指標） 

・研修やフォローアップ活動を通じて得た技術・知識の活用、応用の数と内容 

・フォローアップ活動の数と内容 

 

なお、指標の測定手段は次の通りである。 

・対象 CF地域における CF 並びに村落資源管理活動記録 

・プロジェクトフィールド訪問記録 

・プロジェクト調査報告書 

・対象 CF地域における CF 管理計画 

・FP サイトにおける CF協定 

・CF に係る M&E 報告書 

・研修記録 

・研修カリキュラム及び研修教材 

・フォローアップ活動報告書 

 

5-4 活動 
プロジェクト活動とは投入を効果的に活用することによって、プロジェクトの成果を生み出す

に至る特定のアクションを指す。本プロジェクトの主な活動は以下の通り。実施のための時間設

定や各活動に配される人材始め必要な投入量は、プロジェクトの開始後、直ちに策定予定の詳細

な実行計画（PO）に従って決められていく。 

 

本プロジェクトの活動領域は大きく次の 4つにわけられる。 

活動 0：フィールドプロジェクトサイト（FP）並びにセンターでの研修準備 

活動 1：対象となるフィールドプロジェクトサイト（先行 FP）での実施 

活動 2：同じく後半に追加対象となるフィールドプロジェクトサイト（後発 FP）での実施 

活動 3：センターでの定期研修実施（FP サイト以外の地方森林官が対象） 

 

＜成果 0のための活動＞ 

・ FP サイト活動実施に係る人員配置や役割を明確にする。 

・ 対象とする先行 FPサイト及び対象 CF 村落を選定する。 

・ 対象とする FP サイトの森林計画策定（Division レベル）支援とポテンシャル村落林業地域を

明確にする。 

・ 対象村落の①村落資源調査、②村落社会経済ベースライン調査を実施する。 

・ FP サイトを含む近隣地域の他ドナー・NGO 活動を調査・分析する。 

・ 対象とする FPサイトの地方森林官の研修ニーズを調査する。 

・ 先行 FP サイトの森林官に対する研修内容及びカリキュラムを作成する。 

・ 実践利用の観点から、過去の研修に対する再評価を実施する。 

・ 研修結果の理解度を確認するにあたって、必要な研修ワークショップを実施する。 

・ 研修に対するニーズの見直し、研修内容の改定を行う。 

・ FP サイトを持たない森林官に対する研修内容及びカリキュラムを作成する。 
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・ センターが実施する各研修に関するモニタリング・評価の方法や基準を設定する。 

 

＜成果１のための活動＞ 

・ 先行 FP サイトの森林官に対して必要な追加研修を実施する。 

・ 各種調査結果を元に地域住民のニーズを分析する。 

・ 地域住民との話し合いを開始する。 

・ 村落林業策定の手続きを推進する。 

・ フィールド活動実施にあたっての実施指針や基準、活動支援条件などを設定する。 

・ 地域住民のニーズに合致したフィールド活動を準備し、住民参加による活動合意の形成を図る。 

・ 対象となる村落林業の管理計画と年間実行計画の策定／改定支援を行う。 

・ 地域のニーズならびに実施基準、条件設定の元、森林官が調整者となって、村落林業及び他活

動を行う。 

・ スタディツアーの実施や他の村落林業メンバーとの交流 

・ 森林を利用した生産性向上技術支援（森林法の普及、苗木供給、植林技術、森林経営指導） 

・ 収入向上機会の提供（竹、きのこ、ラタン、樹脂他 NTFP） 

・ 生計向上（アグロフォレストリー、家畜飼育、野菜、公衆衛生、水供給他） 

・ 上記活動を進めるため、地域機関、NGO 並びに民間セクターとの協力（技術提供のためのトレ

ーナー派遣、支援基金の可能性、加工＆マーケティング他） 

・ フィールド活動を定期的にモニター、評価し、結果や経験を研修センターでの研修にフィード

バックする。 

・ 活動 3のセンターでの研修に活かせられるように結果や経験をフィードバックする。 

・ 後発 CF の選定や適切な活動内容など、プロジェクト後半に活かせられるように教訓、経験を

まとめる。 

・ 当該フィールドサイトの地域住民の対するインパクト調査を実施する。 

 

＜成果 2のための活動＞ 

・ 後発 FP サイトの選定と対象 CF村落の選定。 

・ 後発 FP サイトの森林計画策定（Division レベル）支援とポテンシャル CF地域の明確化。 

・ 後発 FP サイトの森林官に対して、先行 FPサイトの森林官での経験・教訓に基づき、必要な追

加研修を実施する。 

・ 新たな後発 CF の対象村落について、①森林資源調査及び②村落社会経済ベースライン調査を

実施し、地域の社会経済状況・問題点・ニーズを把握する。 

・ 各種調査結果を元に地域住民のニーズを分析（なお、当対象 CF の森林計画の進捗状況や、村

落社会調査を活用し分析）。 

・ 地域住民との話し合いを開始する。 

・ 地域住民のニーズに合致したフィールド活動を準備し、住民参加による活動合意の形成を図る。 

・ 対象となる村落林業の管理計画と年間実行計画の策定／改定支援を行う。 

・ 地域のニーズならびに実施基準、条件設定の元、森林官が調整者となって、村落林業及び他活

動を行う。 

・ スタディツアーの実施や他の村落林業メンバーとの交流 
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・ 森林を利用した生産性向上技術支援（森林法の普及、苗木供給、植林技術、森林経営指導） 

・ 収入向上機会の提供（竹、きのこ、ラタン、樹脂他 NTFP） 

・ 生計向上（アグロフォレストリー、家畜飼育、野菜、公衆衛生、水供給他） 

・ 上記活動を進めるため、地域機関、NGO 並びに民間セクターとの協力（技術提供のためのトレ

ーナー派遣、支援基金の可能性、加工＆マーケティング他） 

・ フィールド活動を定期的にモニター、評価する。 

・ 当該フィールドサイトの地域住民に対するインパクト調査を実施する。 

 

＜成果 3のための活動＞ 

・ 本活動は基礎あるいは理論的な研修ではなく、より「実践的」な研修に焦点を当てたものであ

る。 

・ フィールドサイト以外の森林官に対して研修(座学・実地)を実施する。 

・ 森林管理計画(Forestry Management Plan) 

・ 村落林業システム（Community Forestry System） 

・ 育林（Silviculture） 

・ 研修結果を評価し、その研修評価結果に基づき研修を見直す。 

・ 研修評価結果に基づき、FP サイトを持たない森林官に対して、研修のフォローアップを行うた

め、その活動の方法や内容を決める。またそのアプローチ例として、次の３つが想定される。

①センターからのオファー型、②元研修生からの提案型、③技術補完研修。 

・ フォローアップ活動の実施とモニタリング・評価。 

・ 研修活動を徐々にカンボジア側に移管していく。 

 

5-5 投入 
両政府は、プロジェクト実施のために次の投入を行うことが期待される。 

 

5-5-1 カンボジア側の投入 
カンボジア側 

＜人員＞ 

・ プロジェクトディレクター 

・ プロジェクトマネージャー及び副プロジェクトマネージャー 

・ プロジェクトコーディネーター（プロジェクトの運営管理メンバーとして） 

・ フィールドプロジェクトマネージャー 

・ カウンターパート（研修コーディネーター、フィールドプロジェクトコーディネーター） 

・ フィールドカウンターパート 

・ 研修講師、現地実習指導員 

・ 管理部門職員、補助員 

 

＜土地＞ 

・ プロジェクトオフィスにかかる土地提供 

・ 関連施設にかかる土地提供 
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＜建物、施設、資機材＞ 

・ 研修センターとフィールドプロジェクトサイトにおけるプロジェクト事務室 

・ ワークショップやセミナーのための会議室 

・ フェーズ１プロジェクトで JICA が供与した資機材 

 

＜管理運営費＞ 

・ プロジェクト施設の維持管理費 

・ カウンターパート、管理部門職員、補助員の給与 

・ 研修センター及びフィールドプロジェクトサイトで研修を実施するために必要な経費 

 

5-5-2 日本側の投入 
日本側 

・ JICA 専門家（長期及び短期の派遣） 

・ カウンターパート研修（本邦あるいは第 3国での研修） 

・ 現地実習および FP実施に必要な資機材 

・ 現地実習のための研修施設の準備（研修活動の内容によるが、効率的な研修実施のため、地方

森林官の数や研修対象者を決めた上で、本施設についての協議を予定） 

 

派遣予定の専門家は、実施計画（PO）に基づき決定されるが、その専門分野は次を予定している。 

－ チーフアドバイザー 

－ 業務調整 

－ 参加型森林管理 

－ 村落資源管理 

－ 村落開発 

－ 森林管理計画 

－ その他必要に応じた派遣 

 

5-6 外部条件とリスク分析 
外部条件とは、プロジェクトがコントロールできない外部に存在するものであり、またプロジ

ェクトを成功に導く条件でもある。以下のものが本プロジェクトの外部条件として位置づけられ

た。 

 

・ 森林セクターにかかる政府の政策及び戦略に変更がない。 

・ フィールドプロジェクトサイト並びに村落資源の管理に関する事業が展開された地域におい

て、経済・社会状況が今以上に悪化しない。 

・ 研修生が現行の機関にとどまること。 

・ 政府が対象 CFサイトに対して法的な認証を与えること。 

・ フィールドプロジェクトサイトにおける関連機関並びに開発機関（ドナー、NGO）との協力を

得られること。 
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・ 自然資源に大きな影響を与える災害が発生しないこと（例・雨、嵐、洪水、火事他） 

 

プロジェクトの進展と実施については、とりわけ FP サイトでの地方森林官始め、森林局のコミ

ットメントとオーナーシップが重要なリスクとして挙げられる。さらに付け加えると、次の 2 つ

の要因も、プロジェクトの成功を妨げる、あるいはプロジェクトを失敗させる「リスク」として

考えられる。 

 

「地方森林官の能力向上」 

 

地方森林官に対して集中訓練を行ったとしても、その習得した技術を普及できない、あるいは

地域住民に対してその役割・責務を果たせないといった恐れも一方ある。こうした恐れや失敗を

防ぐために、プロジェクトではフォローアップ活動と同時にフィードバックやモニタリングのシ

ステムを含めている。 

 

「森林伐採や環境破壊傾向の増大」 

 

生計を立てることが出来ず、森林資源に頼らざるを得ない貧困層や森林法を知らない地域住民

が増加するといったリスクも一方、存在する。こうした状況を防ぐため、本プロジェクトでは住

民のニーズに合わせた収入向上や生計向上活動も含めている。 

 

5-7 前提条件 
前提条件とは、プロジェクト開始前に抑えておかなければならない外部条件のことである。事

前調査団は次の 2つの前提条件を設定した。 

 

・ 政府によって、フィールドプロジェクトサイトにおける安全が保障されること。 

・ 人的資源開発に関する森林局の政策並びに地域住民に対する支援に対して大きな変化がない

こと。 
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第 6 章 プロジェクトの総合的実施妥当性 
 
6-1 妥当性 
6-1-1 カンボジアの国家政策のニーズとの整合性 
生計向上と人的資源の能力向上は、「第二次社会経済開発計画（SEDP：2001-2005）」、国家貧困

削減戦略(NPRS)およびカンボジア・ミレニアム開発目標(CMDGs)の主要なコンポーネントとして位

置づけられている。カンボジア政府は、第二次社会経済開発計画と国家貧困削減戦略とを統合し、

ミレニアム開発目標計画に沿った形で、現行、国家戦略開発計画（2006-2010：NSDP）を策定中で

ある。2004 年 7 月には、カンボジア政府は「カンボジアの成長、雇用、公正および効率化のため

の四方戦略」が発表され、この戦略に基づいて、森林局は 5 ヵ年の国家行動計画を実施すること

になっている。以上のことから、プロジェクトの範囲は、カンボジア政府の社会経済開発政策と

一致している。 

まず第 1 に、貧困削減への取り組みは、カンボジア政府にとって重要課題の１つであり、かつ

責務であるので、地域住民の生計を改善させることは、単に地域住民の生活安定だけでなく、貧

困緩和にも寄与するものとして、不可欠のものと言える。さらに、森林保護や管理に「住民」あ

るいは「コミュニティー」が参加することは、カンボジア政府の戦略に沿ったものとして、極め

て重要なことである。 

第 2に、森林局では 2003 年に組織改革が行われた結果、地方事務所への権限委譲、さらに多人

数の地方への人材配備がなされたが、このことを受けて、地方森林官への研修は同局にとって最

も緊急な任務の 1 つとなっている。したがって、森林官の能力向上を通じて地域住民の生活を安

定させるという本プロジェクト目標は、現行考えられる最適なもので、また将来的にも必要なも

のと考えられる。 

事前調査団の最中に、プロジェクト・サイクル・マネージメント(PCM)に基づき、カンボジア並

びに日本側双方の出席の元、何度かプロジェクト形成に係るワークショップが開催された。ワー

クショップでの議論や意見交換の結果、双方の見解を組込む形で、プロジェクトの PDM のドラフ

ト案がまず作成され、最終的には双方の合意が得られた PDM が完成した。こうした一連のプロセ

スを通じて、カンボジアのカウンターパートが、本プロジェクトのオーナーシップを持って実施

に当たれるよう、プロジェクトは参加型の方法で設計されている。 

以上のように、本プロジェクトは、カンボジア政府並びに森林局のニーズに一致したものと言

える。 

 

6-1-2 カンボジアの森林局のニーズとの整合性 
カ国において森林は経済および住民にとって重要なリソースである。国民の 90％以上は薪炭材

を利用している。材木は、建設資材として広く使用されており、また森林保全は、洪水発生率を

低下させ、観光産業の促進、貴重な野生生物の保護のためにも不可欠なものである。とりわけ、

地域住民の多くは地方に住み、大部分が農業に従事しているが、その住民はメインかあるいは追

加的な生計オプションとして、森林資源（林産物）に依存しているのが現状で、住民の多数にと

って、森林資源は農業についで 2番目に重要なリソースである。 

したがって、森林管理を含む持続可能な村落資源管理は、住民の生命並びに公共の利益という

点でも重要といえる。さらに森林は、地域の文化および野生生物の生息地としても重要である。 
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本プロジェクトは、地域住民による持続可能な村落資源活用、さらに地方森林官への研修のた

め、森林局を支援するものであり、また、地方森林官のイニシアチブは持続可能な村落資源管理

の達成のためには不可欠なものである。一方、地域住民の多くは非常に脆弱で貧しいため、地域

集会に出席する時間もなく、また森林管理を行う誘因もない。そこで、このような人々の現況に

鑑み、FP サイトにおいては、収入機会の提供や、生計向上の支援も行えるようプロジェクト活動

を計画している。また、地域住民、森林セクターに係るビジネス、さらには関連する機関にとっ

て、プロジェクトから直接あるいは間接的に便益が及ぶよう配慮がなされていることから、適切

な戦略およびプロジェクト・フレームワークであると言える。 

他方、今回、プロジェクトは村落林業（コミュニティ・フォレストリー：CF）に焦点に当てて

いるが、これは次のような事情からである。1つに、村落林業促進は森林局の重要な役割の 1つで

あること、多くの森林地帯の住民が村落林業を徐々に理解するようになっていること、資源保護

の手段の 1つとして、村落林業の確立や CF活動への参加が望まれること などである。共有林の

地域では、既にかなりの村落林業の進捗が見られるものの、通常、村落林業の法的な措置はまだ

整っていない。共有林については、合法化の手続き途上であることもあり、森林官自身および地

域の村落メンバーの双方とも十分に理解しているわけではない。 

そこで、プロジェクトとして、村落林業に関する法的措置についても促進することは、森林局

の職務を支援する上でも有用であり、さらには村落林業メンバー、ひいては対象となる地域の住

民にとっても非常に有益となると考えられる。 

 

6-1-3 我が国援助政策との整合性、日本の参画の意義 
村落資源管理は、わが国の対カンボジア国別援助計画のなかで「グローバルイシューへの対応」

という経済協力の 4 つの重点分野／課題のうちの１つとして位置づけられている。カンボジアに

対する JICA の優先開発分野1として、「農業農村開発」、なかでも「自然資源の持続的利用」が重点

課題となっている。 

第 1 章でも言及したように、JICA は過去 3 年間、森林官の人的資源開発を支援してきているこ

とから、本プロジェクトはその際のプロジェクトの経験や森林局及び関連機関との密接な協力関

係を最大限利用することができる。同時に、JICA は持続可能に資源管理が行えるように、地域住

民の生計向上に貢献することを強く強調していることから、この JICA の方向性は本プロジェクト

の方向性と合致するものである。 

以上により、本プロジェクトはわが国の援助政策に沿うものであり、日本政府が支援するにふ

さわしいものといえる。  

一方、多数の国際ドナーおよび NGO 機関が森林セクターで活動している。しかしながら、本プ

ロジェクトとは重複せず、お互いが補足関係にあるといえ、プロジェクトがより大きな相乗効果

をもたらすことが期待できる。実際、どのドナーあるいは NGO 機関も、定期的に全国レベルで地

方森林官の研修を支援しているところはない。CF 活動を促進するために、現在、多くの NGO が、

当該分野で活動しているものの、その支援は、ある限られた期間内であるか、村落ないしコミュ

ーンレベルを網羅するのみである。一方、世銀は、Cantonment（“州“レベルにあたる）レベルの

                                            
1JICA 国別事業実施計画（2005 年） 
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地方森林官に対しての研修支援を計画しているが、3年間という期限でのプロジェクトであり、ま

た全国すべてを網羅するのではなく、4 あるいは 5 つの Cantonment をパイロットとして網羅する

に過ぎず、本プロジェクトと重複するものではない。 

以上、わが国が本プロジェクトを支援することは意義あるものと判断でき、プロジェクト実施

に向け、その目的は妥当であり、本件実施の妥当性は高いと判断される。 

 

6-2 有効性 
本案件は、以下の理由から高い有効性が見込まれる。 

プロジェクトは FPサイトの実施のため、一歩一歩確実に、かつ具体案を示しつつ、進める予定

である。と同時に、研修センター（FWTC）において、地方森林官が住民のニーズに応えられるよ

う、詳細な森林管理計画を策定するための研修を行うことにしている。こうした管理計画や FP サ

イトでの村落林業活動によって、地方森林官および地域住民が実際に便益を得られることが期待

されている。 

さて本件の有効性であるが、最初にいえることは、たとえ地域住民が短期的あるいは急激には

収入を増加できないとしても、少なくとも地域住民は、村落資源の持続的な利用を通して、生計

向上や生活安定のための手法・ノウハウを獲得することができる。さらに、村落資源の持続的な

利用を通して、森林技術の普及が図られること、さらに食糧供給や生計に対しても寄与すること

が期待される。 

第 2に、本件で対象とする地方森林官については、プロジェクト対象となる FPサイトにおける

森林官と、対象となる FPサイトの森林官以外の、「全国」を対象とした森林官とに区別している。

これらの２つの異なる対象者は、プロジェクトから異なる便益が得られる予定であるが、双方と

も、地域住民の要望やニーズを満たすよう効率的に研修を受け、また能力開発が行われる予定で

ある。FPサイトでの活動を実行するために、FPサイトの地方森林官は、必要とされる研修や、オ

ン・ザ・ジョブトレーニング(OJT)を受けることになる。他方、対象となるサイト以外の地方森林

官は、研修センター（FWTC）での座学や実践訓練だけでなく、フォローアップ活動を受ける機会

も用意されている。更に、FP 活動の結果や経験は、研修センターでのその後の研修にもフィード

バックされることで、研修のより効果的な実施に活かされる予定である。 

結論として、こうした一連のプロジェクト活動の実施によって、実践的な技術と知識を持った

地方森林官が育成されることが期待される。実践的な技術や知識を身につけた地方森林官は、地

域住民にとって、村落資源管理や利用における良き「相談相手」、「アドバイザー」あるいは「提

示者」として認識されることを目指していることから、本プロジェクト目標および上位目標は到

達可能と思量される。 

案件を策定する過程、特に前回の JICA プロジェクト（CBFS プロジェクト）の終了時評価調査あ

るいは今回の事前調査において、森林官の組織分析、現行の研修インパクトさらには研修ニーズ・

アセスメントが実施されており、その際の結論や協議結果は、本プロジェクト目標およびその指

標に反映されている。ただし、FP サイトでの情報はまだ不足していることから、事前調査団とし

ては、プロジェクト目標に係る定量的な測定基準あるいは客観的な指標設定すべてを定義するこ

とはできていない。本プロジェクトのフレームワークが整備され、また両政府によって合意され

た後、効果的な研修の実行や効率的なプロジェクト実施のため、さらに補足的に必要な調査が行

なわれ、その過程で、各種指標やそのレベル設定なども定義される予定である。 
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なお、森林局の強いイニシアチブとプロジェクトへの確固としたコミットメント、それに加え

て、地域住民の強い参加は、プロジェクト成功に不可欠なことである。5年間でプロジェクト目標

を達成するためには、プロジェクト開始時に、カウンターパート（とりわけ、研修調整官、フィ

ールド・プロジェクト調整官）、研修講師、さらには実習研修の指導教官、運営スタッフなど、ふ

さわしい候補者と十分な人数が配置されることが重要である。またプロジェクトを円滑に実施す

るため、プロジェクトのパフォーマンスや進捗をモニターし、評価することが重要である。さら

に言えば、プロジェクトをモニタリングすることで、計画の修正を柔軟に行っていくことが可能

となる。 

 

6.3 効率性 
この案件は、以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 

本件は、慎重な計画策定および費用効果分析等によって効率的な実施が見込まれる。本プロジ

ェクトでは、次のような理由からも効率的な実施が見込まれる。①前プロジェクト（CBFS プロジ

ェクト）の知見や経験を有効活用できること、②同プロジェクトのカウンターパートが引き続き、

研修センターに適切に配置されていること、さらに、③プロジェクト実施に向けて、特に地方森

林官および村落林業メンバー始め、森林官並びに地域住民の積極的な参加が期待できること。 

一方、人的資源配置については、昨年以降、カンボジア側は既に人員配置を終え、カウンター

パート人数を増やしてきており、こうしたカウンターパートたちは、プロジェクト活動すべてに

おいて中心的な役割を果たすことになる。また、研修センターのカウンターパートや森林本局の

職員は、計画面始め重い責任と任務を負うこととなり、プロジェクトへの協力に資することとな

る。 

日本側からの人的投入については次のとおり。①)3 名の長期専門家派遣、2)短期専門家数名、

および、③カウンターパート研修。長期専門家はカウンターパートとの日常業務の遂行のなかで、

プロジェクト活動をよく理解しつつ、調整や助言を与える役割を担うことになる。短期専門家は、

必要に応じて派遣され、特定の課題についてカウンターパートに対する指導を行う予定である。

投入を最大限に活用し、かつ成果を達成するため、日カ双方でプロジェクト実施/運営方法につき

議論し同意を得る予定である。もちろんプロジェクトへの投入については効率的に活用されるよ

う最低限必要なものにとどめてある。 

他方、前プロジェクト（CBFS）の終了時評価での提案に基づき、本件での研修対象者として、

地方森林官に対する研修に力点をいれ、とりわけ実践的な研修内容とする予定であり、研修対象

や内容を絞り込んでいる。また FP活動での経験に基づいた研修コース用資料が活用される予定で

ある。双方の合意文書に従い、日本側の投入、特に研修センターでの研修については、徐々にカ

ンボジア側に譲渡していく計画であるが、これは言い換えると、研修活動を徐々にカンボジア側

に移管して、JICA からの支援は縮小していくことを意味する。 

プロジェクト活動を最大限、効率的に行うには、何より対象となる FP サイトの選定を慎重に行

うこと、また当然のことながら、FP サイトでの活動は、あくまで住民のニーズに基づいたもので、

入念な協議が必要である。 

また、できる限り、本件では地域のシステムあるいは地域機構を活用すべきで、たとえば、コ

ミューン・カウンセルは、コミュニティーと村人が本プロジェクトを理解するための機構であり、

また住民間の争い事を起さず、円滑にサイト活動に同意できるよう話し合われる組織の 1 つであ
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る。さらに、住民がいかに容易に本件を理解し、また活動実施に際して全面的な支援を行なえる

かという点では、地方関連機関と地域住民との間の調整、調停あるいは合意が非常に重要である。

FP サイトの円滑な実施のためには、外部条件として定められているとおり、「FP サイトにおける

関連機関並びに開発機関（ドナー、NGO）との協力を得られること」は必要不可欠なものである。 

 

6.4 インパクト 
現在の潮流、政治、経済並びに社会情勢、さらには社会状況やコミュニティー・住民の吸収能

力といったさまざまな観点から考えると、目に見える確実なインパクトを引き出すためには、か

なり長い時間がかかることに留意すべきである。とはいえ、本件実施によって、政策、組織制度、

技術、社会、経済面といった様々な局面で、いくつかの好ましい変化が見られる。本プロジェク

トの結果として次のようなインパクトが期待できる。 

まず本プロジェクトは、地域住民の生活の安定を目的として、持続的な村落資源利用に焦点を

当てている。したがい、地域住民は本件実施によって、様々な機会を得て、生計を向上ないし安

定させる方法やノウハウを身につけることが期待できる。そして、プロジェクト終了後も、FP サ

イトで村落資源が持続的に利用されるシステムが引き続き、構築されることから、本プロジェク

トの上位目標は達成可能である。 

一旦、地域住民が参加型の村落資源管理の重要性を認識できれば、プロジェクトの結果あるい

は成果は、研修センターで受講した地方森林官を通して、あるいはスタディツアー、セミナー等

によって、FPサイト以外の地域住民へも広がるものと思われる。 

結論として、本件は、FP サイトで地域住民を訓練する一方、地方森林官が村落資源管理の重要

な役割を果たすようになることから、上位目標の達成に寄与することができると思われる。  

しかしながら、上位目標の実現は、外部条件如何にかかっており、外部条件がいかにプロジェ

クトに影響を及ぼすかをじっくりとモニターしていく必要がある。 

以下のような様々な観点から期待できるインパクトは次のとおり。 

 

1)政策的インパクト  

政策的なインパクトとして、本件は、カンボジアにおける地方分権化政策、森林セクター改革、

さらには四方戦略に基づく 5 ヵ年の国家行動計画を森林局が実施するのを支援する役割を果たす

ことになる。また本件実施によって、間接的ではあるが、第二次社会経済開発計画、国家貧困削

減戦略およびカンボジア・ミレニアム開発目標(CMDGs)の達成にも資する。とりわけ、研修や FP

サイトでの活動を通じて、森林法や村落林業法の普及を行うことは、地域住民が法秩序を理解す

ることと同様に、地方森林官への多大な影響となる。村落林業協定の進展を支援することは、ま

た、新たに合法化された村落林業や承認された村落林業管理計画の数が増加することが期待され

る。 

 

2)組織・制度上のインパクト  

研修センターでは、本件の実施に伴い、研修ニーズの把握を始め、研修受講生および講師/イン

ストラクターの選定基準設定、教材・教科書作成、フィールド実習準備、さらには研修インパク

トの評価を行うこととなる。本件によって蓄積された研修運営の経験やノウハウは他の職員研修

科目を行なうにあたっても参考となり、まさに森林局にとって貴重な組織財産となるはずである。 
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なお、FP サイト活動を実施するに当たっては、まず必要な研修、住民ニーズ・アセスメント、村

落林業管理計画・年間実施計画の策定準備、定期的なモニタリング・評価の実施等を行っていく

ことになるが、こうしたフィールド・プロジェクト活動の中心となるのは、森林局自身である。 

案件の実施によって、地方森林官に組織運営のノウハウなどが蓄積されていき、他のプロジェ

クトや森林局に課せられた責務にも応用が効くようになる。さらには、FP サイトでの活動によっ

て、対象サイトの地方森林官(Cantonment、Division および Triage レベル)が、いっそう経験を積

み、また各自の役割や責任を再確認することになるだろう。  

 

3)技術的なインパクト  

研修センターのカウンターパートは多くは、前の CBFS プロジェクト以降、配置されており、引

き続き日本人専門家から直接、技術的な助言を受けることで、研修/技術コーディネ－ターとして

のみならず、仲介者、トレーナーあるいはチーム・リーダーとなることが期待できる。村落林業

の実践には、何より広範囲の森林技術が求められることから、研修センターで受講し、技術やノ

ウハウを向上させた地方森林官は、技術の応用として、大規模での森林経営管理も可能となる。 

対象となる FPサイトにおける村落林業メンバー並びに地方森林官、さらには、その他の地方森

林官が、本件の主要なターゲットグループとなる。また、対象となる村落林業の地域にあるコミ

ューンや村落の地域住民までが、プロジェクトの直接の受益者となる。 

次に、間接的なインパクトであるが、元研修生(地方森林官)が、村落あるいは他の森林事務所

をどれくらい頻繁に訪れ、地域住民および地元の関連機関とどのような信頼関係にあるかで技術

移転の範囲および効果は変わってくる。地方森林官が、より知識を向上させ、また必要な資機材

を活用するため、本件ではフォローアップ活動を行う計画であり、この活動によって、技術移転

が確実なものになるであろう。また、プロジェクトによる受益者インパクトを見るため、ベース

ライン調査、インパクト評価および FPサイトでの活動報告書等が行われ、それによって、きちん

としたデータや情報を収集する予定である。 

プロジェクトが終了を迎えないと、FP サイトの地方森林官がどれだけ技術移転を住民に行った

か、またその移転の対象となった住民の正確な数を知ることはできないが、464 戸数2を対象に行

った住民への質問表調査3では、既にある程度、関連情報と結果が明らかになっている。この調査

結果によると、住民の 64.7%は、村での森林官の活動に気づいていないとの回答であった。 

また、回答者の 41%は、森林官を助け、森林に関する情報を流布していくには、村長がもっとも

適任者であると答えている。一方、森林官が知識や経験を流布する上で、村民の中で支援者とな

るのは、文字を読め、教育を受け、他の村民から信頼される人でなければならず、そうした人は、

「コミュニティー リーダー」であり、例えば、教師、僧、村長、コミューン・チーフである。 

村落林業の確立とは、地方森林官から地域住民への技術移転の拡大であり、さらにはプロジェク

トの評判と、地方森林官と住民との信頼によって他の地域へも広がって行くことである。 

最後に、プロジェクトによって、村落林業メンバーの人数が増加し、また対象となる FPサイト

だけでなく、FP サイト以外の森林官にも伝播され、成果が波及し、カンボジアの他の地域にも広

がっていくことがすることが見込まれる。 

                                            
2 Kampong Thom 県の Kraya(152)及び Tumrieng(43)、Kampong Chhnang 県の Samaki Meanchey(269)の住民を対象と

したもの。 
3 社会経済調査結果 
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4)社会・経済的インパクト  

フィールド・プロジェクト活動を通じ、村落資源の管理に関する事業が展開された地域におい

て、村落林業が確立した場合、以下のようなインパクトが期待される。 

まず、森林法を地域住民が遵守することによって、森林荒廃地域の縮小に結びつくと思われる。

また一旦、住民が村落資源の重要性を認識できるようになれば、徐々にではあるが、より持続的

に村落資源を利用するであろう。各々の村落森林管理計画の内容に基づき、村落林業委員会が材

木や非木工製品を販売することができれば、メンバーにとって、金銭的な便益として新たな収入

にもなり、また生活水準の改善を保証することにもなる。さらには、一旦、地域住民がそのよう

な長期的な便益が得られることがわかれば、森林への理解が深まり、森林を保護する義務も果た

すようになると考えられる。さらには、不法伐採や、森林荒廃地も減少し、持続的に森林を利用

する保全の方法を身につけるであろう。もちろん、これらは長期的で、かつ森林局の最終到達目

標でもあることから、関連する他機関から一層の支援、尽力が求められる。 

住民への質問表調査での回答によると、村落林業を実施する結果として、住民の間での多くの

変化が期待できる。回答者の 45.1%は、次世代のために、森林を自分たちで開発できると述べてい

る。また 41.1%は、住民こそが、森林保護に関し大きな役割を果たすだろうと表明しており、また

36%は、部外者から村落林業地域の使用を守ることができるであろうと回答している。 

そのほか、肯定的な変化として、よりよい環境条件の維持(26.4%)、村落林業と称される地域へ

のアクセス(24.4%)、さらに所得向上（10.9 %）といったものが挙げられている。 

さらに、政府やコミュニティーと協力しつつ、プロジェクト始め、他ドナー、NGO によって奨励

された村落林業推進の努力の結果、村落林業管理下にある土地面積は増えることが期待される。 

対照的に、本プロジェクトの実施によって、ネガティブなインパクトが発生する懸念を見てみ

よう。 

本プロジェクトは、環境面でマイナスの負荷がかかるとは考えにくいものの、社会面でマイナ

スのインパクトが現れる可能性は否定できない。例えば、脆弱な人々、貧しい家庭、妻帯者のい

ない家庭あるいは、女性が世帯主である家庭などに特別の注意が払われるべきである。というの

も、そうした家庭は、食糧並びに日々必要なものを補うため、森林資源を利用しているとはいえ、

時間がない、労働に多忙、意識がないといった諸々の理由によって、村落集会には参加せず、村

落林業メンバーにならないことが多いからである。だからこそ、こうした人々に参加してもらえ

るように、プロジェクトによる収入機会や生計向上、植林活動その他を行う必要がある。 

さらに、村落林業の確立を図るということは、自分たちの地域内での、森林資源の進入あるいは

アクセスを禁止することを意味する。住民への質問表調査でも、「地域への進入が禁止されること

で、その地域の資源利用ができないという嫉妬の念を起す可能性がある」といった回答も出てい

る。 

よって、社会経済調査を実施し、そうした土地あるいは村落資源利用を巡る紛争のリスクのあ

るような地域はプロジェクトの対象とすることを避けるといったことも重要である。 

もちろん、プロジェクト実施上、FP サイトでの活動は、村落林業メンバーにとどめるのではな

く、コミュニティー全体の地域住民、たとえば、先に述べた脆弱な人々や少数民族も含め、村落

林業メンバーでない人々をも対象とすることが必要である。 
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6.5 自立発展性 
本案件による効果は、以下のとおり、相手国政府によりプロジェクト終了後も継続されるもの

と見込まれる。 

 

6.5.1 制度・組織面での自立発展性 
地方森林官と地域住民とがお互い、より密接で、強い信頼関係で結ばれることが期待できるこ

とから、プロジェクト終了後も、FP サイトでの活動の継続が見込まれる。もちろん、地域住民は

脆弱な環境の中、生活を送っているので、住民の態度や振舞いといったものが短期間で変わるも

のではないが、誰かに支援されない、助けてほしいという要望も一方、強いものである。したが

って、一旦地方森林官が、素晴らしいファシリテーターであるとか、村落資源管理や利用の助言

者であるといったことを住民が認識すれば、お互いの相互信頼関係はずっと続いていくと確信で

きる。 

プロジェクト終了後の森林官の研修の継続についても、本プロジェクト活動が森林局の責務と

連動していること、研修センターが既に研修機関として認められていることから、制度上の自立

発展性が見込まれる。 

前の CBFS プロジェクト期間中には、合計で 10 人のカウンターパート及び 26人の講師がプロジ

ェクトに配属されたが、人数的には十分とはいえなかった。 その後、森林局はその必要性を認識

し、カウンターパートの人数を増やしてきている。従い、プロジェクトが参加型で村落資源管理

を実施し、かつカンボジア政府が定めた森林法の元、「人的資源の能力向上」を行うことを本件の

目的としていることから、カンボジア政府は引き続き、政策・制度支援について、強いコミット

メントと支援を約束すると思われる。 

人的資源の自立発展性については、プロジェクトのカウンターパートや地方森林官がプロジェ

クト終了後も現在のポジションに残るかどうかについては定かではない。とはいえ、カンボジア

の国の状況から、職が極端に変わる恐れは少なく、あるとしても行政手続としての昇進の可能性

である。よって、人が交代あるいは、いなくなってもプロジェクトの成果が持続されるように、

書類のファイリングや情報共有のメカニズムをプロジェクト期間中に作ることが必要である。 

 

6.5.2 財政面での自立発展性 
本プロジェクトでは、最低限必要な機材や設備を利用するので、その設備保全や維持管理にお

金がかかりすぎる心配はない。次表は、前のプロジェクトの期間中に、カンボジア、日本双方に

よって分担されたコスト投入額である。研修コースに係る費用では、カンボジア側は、全体費用

のわずか 5%しか分担しておらず、この点では、プロジェクトの成果を持続されるのに必要な財政

面での自立発展性を確保するには少なすぎると言える。 

 

              表 6 コスト投入額         (ユニット： 米ドル) 

 ローカルコス

ト 

設備 施設建設 全体 

カンボジア側 27,809(4.35%) 137,528(13.32%) 165,337(9.69%) 

日本側 645,239 442,221 453,058 1,540,518 

 

－32－



 

農業省から森林局への将来の予算配分については不透明であるので、プロジェクトの財政面で

の自立発展性を担保することを現時点で確認する事は困難である。しかしながら、適切な予算が

配分されるよう農業省に対して強い要求を森林局が行おうとしており、予算の確保に注力してい

ることから、カンボジア側は、前の CBFS プロジェクトの際のコスト負担と比較しても、本プロジ

ェクトへのコスト負担額は増加すると思われる。 

一方、研修にかかる費用は、徐々にカンボジア側に移管することになっている。したがって、

プロジェクト終了後の財政面での自立発展性については改善がなされる予定であり、いかに予算

が定期的に配分されるかをモニターすることが重要である。 

FP サイトでの活動について、プロジェクト後の継続性については以下のとおりである。  

プロジェクトによって作成、配布予定の資料・教材や支援物品そのものは、地域住民が外部か

らの支援に長く依存する恐れもあり、プロジェクトに全面的に依存するような状況を作るのは、

よいことではない。少なくとも、プロジェクトの役割は、森林に対する住民の注意や認識を喚起

し、さらに自助努力を支援することにある。従い、自助努力始め、オーナーシップの増強や対象

村落やコミュニティーの生計向上などが主となる必要がある。他方、共有林や村落資源管理とい

った分野は、森林セクターのなかでも、多くのドナーや NGO が支援し、かつ重要な分野の 1 つで

あることから、他の森林プロジェクトと比較しても、森林局や地域社会にとっては、森林を含む

地域活動に対する財政支援を見つけやすいと言える。ドナーや NGO 側にとっては、環境配慮始め

貧困削減に関連したプログラム等の実施を支援する限りは、地域の貧しい住民に対する支援引き

続き行えるはずである。以上の状況からすると、プロジェクトが終了しても、研修を受講した地

方森林官は、引き続き財政支援してくれるドナーと協力しつつ、共有林を支援していくことが可

能と思われる。 

 

6.5.3 技術面での自立発展性 
プロジェクトでは地方森林官やカウンターパートだけでなく、必要に応じて、地域住民の中か

らリーダーとなる人や、また研修講師あるいは指導教官についても研修する予定がある。また、

研修コーディネーター、研修講師および指導教官は、プロジェクト期間中、独力で適切なカリキ

ュラム、教科書あるいは教材を作成できるよう日本人専門家から技術指導を受けることになる。

こうして作成された教材他、資料、マニュアル等は、プロジェクト終了後にも、継続して、有効

に活用することができる。 

フィールド・プロジェクト調整官は、プロジェクトの実施方法始め、モニターの仕方や評価を

学習することによって、さらに他の地方森林局に適用されるような教訓やノウハウを蓄積できる。

そうすることによって、プロジェクトは、日本人専門家の支援がなくとも、プロジェクトの技術

的な自立発展性は高められていくものと考えられる。 

プロジェクト終了後、研修センターは、さらに新たな研修コースを準備し、また既存の研修資

料を改訂することになる。技術面での自立発展性を維持していくにあたって何より重要なことは、

カンボジア人自身が、独力でいかに知識や技能を向上させていくための情報を手に入れられるか、

業務環境を整備していくことにあると思われる。 
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第 7 章 プロジェクトのモニタリングと評価 
 
モニタリング・評価とは、プロジェクト活動の一部をなす大事な要素であり、プロジェクト設

計を一層よくするために行われるものである。本プロジェクトで実施されるモニタリング活動と

は、大きく２つあり、１つは進捗モニタリングともう１つは遂行（パフォーマンス）モニタリン

グである。 

PDM を用いて、プロジェクト期間中、カンボジア側及び日本側合同で、中間評価と終了時評価が行

われる予定である。またモニタリング・評価の結果は、双方の関係者にフィードバックされる予

定である。 

 

7.1 モニタリングの手順 
7.1.1 進捗モニタリング 

進捗モニタリングとは、次のようなものである。カウンターパートによる現行チェック機能

（例：毎週の会合）、日本人専門家と共同でプロジェクトマネージャーが指揮をとり、実施計画に

明記された活動が、いかにスケジュールどおり行われているかどうかを調べる事にある。実施計

画（PO）や年間実施計画（APO）は、モニタリングの手順をしっかり管理するツールである。この

２つの計画はプロジェクトマネージャーとの会合でその進捗が報告される。さらに、進捗モニタ

リングの結果は、モニタリング報告書に記載され、定期的にカンボジア JICA 事務所にも提出され

る予定である。 

 

7.1.2 遂行（パフォーマンス）モニタリング 
遂行（パフォーマンス）モニタリングは、プロジェクト実施中に達成される遂行具合を時折行

うものであり、PDM に記されたターゲットや指標を測定することにある。また別箇調査や現存する

2次情報などから、評価基準あるいはベースライン・データが得られるようにする。 

 

7.2 評価の手順 
JICA の実施する技術協力プロジェクトでは、規定として、プロジェクト期間中、中間期と終了

期に評価が行われる予定である。この評価は、プロジェクトの設計、実施、および結果について、

プロジェクトの実施によって得られた成果／結果を 5 つの評価項目（妥当性、有効性、効率性、

インパクト、そして自立発展性の観点）から、できるだけ体系的にかつ客観的に評価するもので

ある。 

評価から得られた結果や教訓は、プロジェクトの延長の有無、あるいは他の類似のプロジェク

トに対する計画、実施、評価に活用される。プロジェクトの経験から得られる教訓を引き出すた

め、外部評価を実施することもある。 

 

評価実施スケジュール（暫定）    中間評価（2007 年央） 

                  終了時評価（2010 年央）4 

                                            
4 通常、終了時評価は、プロジェクト終了の少なくとも 6 ヶ月以前に実施される予定である。 
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４ 協議議事録（M/M） 

５ 第 1 次事前調査協議議事録 

６ 第 2次事前調査で作成された研修計画 
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